
　事業者の方へ（一般廃棄物・産業廃棄物の受入について）

・

・

・

・

・

・

・

・ ガラスくず・陶磁器くず（びん、ガラス、陶磁器など）

・
・

・
・

　種類：木製家具

　【廃棄物の分類】

　【事業者の処理方法】

（詳細は裏面）

廃

棄

物
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般
廃
棄
物

産業廃棄物

一般廃棄物

事
業
者
の
ご
み

知多南部クリーンセンター

種類：分別ごみ（新聞、雑誌、ダンボール、布類、草、剪定枝、
竹）

リサイクルプラザ内（知多南部衛生組合）

知多南部リサイクルステーション
（知多南部衛生組合）

産業廃棄物

直接持込

事業系
一般廃棄物

２００円/１０ｋｇ

２００円/１０ｋｇ

　種類：可燃ごみ（厨芥類など）、可燃性粗大ごみ（布団、畳）

中継施設
可燃ごみ用コンテナ

２００円/１０ｋｇ

美浜町環境課 　　　　 TEL ８２－１１１１

知多南部衛生組合　  TEL ６２－０４０２

※　家庭ごみの集積所に事業系ごみを排出した場合、不法投棄にあたります。不法投棄は廃棄物処理法違反とし
て５年以下の懲役若しくは1,000万円以下（法人の場合3億円以下）の罰金または併科に処される場合がありますの
でご注意ください。

廃プラスチック類（プラスチック製品、発泡スチロール箱、
発泡トレー、漁網、農業用フィルムなど）

金属くず（一斗缶、机、いす、ロッカー、切削くず、スチール缶、アルミ缶など）

許可業者（県の収集運搬業許可）

（詳細は裏面）

中継施設（知多南部広域環境組合）

（詳細は裏面）

許可業者（町の収集運搬業許可）

動植物性残渣（卸売業、スーパー、小売店、飲食店、ホテル・旅館などから排出される魚
のアラ、野菜くず、酒かす、麺くず、パンくず、ぬか、ハムくず、おから、卵から、貝殻、コー
ヒーかすなど）

委 託

知多南部広域環境組合 TEL ８４－１００７

　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」によると、事業系一般廃棄物の処理責任は事
業者にあるとされています。事業系一般廃棄物は量の多少にかかわらず、各地区の集積所へ出すことが
できず、排出事業者の責任において自ら知多南部広域環境組合（愛称：ゆめくりん）や、知多南部クリーン
センター敷地内の中継施設へ直接搬入するか、一般廃棄物処理業者へ収集委託して、廃棄物を適正に
処理する必要があります。また、産業廃棄物については県の収集運搬業許可を受けた許可業者へ依頼
する必要があります。知多南部広域環境組合と知多南部クリーンセンターは一般廃棄物処理施設のた
め、産業廃棄物を受け入れることはできません。具体的なごみの出し方は下記のとおりです。

このマークのもの
すべて

事業系
一般廃棄物

家庭系

 事業系一般廃棄物（事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外の廃棄物）
紙くず（会社事務所、スーパー、飲食店などから排出される新聞、雑誌、ダンボールなど）

木くず（会社事務所、飲食店などから排出される木製品、テーブル、いす、梱包材、板切
れなど）

繊維くず（寝具店などから排出される布製の衣類、布団、座布団など）

紙くず（建設業、新聞業、出版業、製本業などから排出される紙くずなど）

木くず（建設業、木材・木製品製造業などから排出される木くず、パレットなど）

繊維くず（建設業で新築・改築・除去に係るもの、衣類その他繊維製品製造業以外から排
出される天然繊維くず）

動植物性残渣（食品製造業などから排出される魚のアラ、野菜くずなど）

がれき類（工作物の新築・改築・除去に伴うコンクリートの破片など）

 事業活動に伴って生じた主な廃棄物



と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形物の不要物

【町の収集運搬業許可業者（一般廃棄物）及び愛知県の収集運搬業許可業者（産業廃棄物）一覧】

美浜町 南知多町
一般廃棄物 産業廃棄物 一般廃棄物 産業廃棄物

プラ、金、ガ、が、紙、木 プラ、金、ガ、が、木、動
繊、動
プラ、金、ガ、が、紙、木 燃、汚、油、酸、ア、プラ、
繊、動 ゴ、金、ガ、鉱、が、ば、
プラ、金、ガ、が、木、動 紙、木、繊

プラ、金、ガ、が、木、動
燃、汚、油、酸、ア、プラ、
ゴ、金、ガ、鉱、が、ば、
紙、木、繊
プラ、金、ガ、が、木、動

（株)クリーンサービス知多 プラ、金、ガ、が、紙、木

℡82-0017 繊、動

（有)シービック プラ、金、ガ、が、紙、木
℡87-3131 繊、動

業者名は50音順

※美浜町及び南知多町の表に記載していない種類の産廃は専門業者にて処理をしてください。

4　廃酸 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液

5　廃アルカリ 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性問わず、すべてのアルカリ性廃液

6　プラスチック類
発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、すべての合成高分子系化合物
（合成ゴムを含む）

区　分 種　類 具　体　例

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

１　燃え殻 廃活性炭、焼却炉の残灰、その他の焼却残さ

2　汚泥
排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造工程で排出された泥状のもの、凝集沈殿汚泥、
ビルピット汚泥、カーバイトかす、建設汚泥などの各種泥状物

3　廃油 グリス（潤滑油）、切削油、絶縁油、タールピッチ、鉱物性植物性を問わず、すべての廃油

10　鉱さい 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉灰かす

11　がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片

12　ばいじん
大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集めら
れたばいじん

7　ゴムくず 天然ゴムくず（注：合成ゴムくずは廃プラスチック類）

8　金属くず 鉄くず、アルミくず、金属の切削・研磨くず、溶接かす

9　ガラスくず、コンクリート
 　くず、陶磁器くず

ガラスくず、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品製造工程からのコンクリートくず

〇℡82-0017 ℡63-0851

18　動物のふん尿 畜産農家から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿

19　動物の死体 畜産農家から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体

20　汚泥のコンクリート固形化物など、1～19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物
　   に該当しないもの

特
定
の
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

13　紙くず
建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物か加工業
から発生する紙くず

14　木くず
①建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生す
る木くず、おがくず、バーク類
②貨物の流通のため使用したパレット

15　繊維くず 建設業、繊維工業（衣服その他繊維製品製造業を除く）から発生する天然繊維くず

16　動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る魚のあら
などの固形状の不要物

17　動物系固形不要物

業者名 業者名

（有)シービック
〇

（株）大丸商店

（株)クリーンサービス知多
〇

（有)大井毎日

〇℡87-3131 ℡65-0438
（有)大井毎日

〇
℡63-0851 （株）知多環境保全センター

〇（株）大丸商店
〇

℡62-1121
℡65-0438 （有）ニワ水質

〇 ―
℡82-6280

（株）知多環境保全センター
〇

岬産業
〇 ―

℡62-1121 ℡63-2669

産業廃棄物一覧表（２０種類）と具体的な例

（有）ニワ水質
〇 ― 〇℡82-6280

〇

燃：燃え殻　　ア：廃アルカリ　　　　　　　ガ：ガラス等くず　 　紙：紙くず　　
汚：汚泥　 　  プラ：廃プラスチック類  　鉱：鉱さい　　  　 　　木：木くず
油：廃油　　 　ゴ：ゴムくず　               　が：がれき類　　　 　繊：繊維くず
酸：廃酸        金：金属くず　　　　　　　　ば：ばいじん　         動：動物性残さ


